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   船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年７月３日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年８月２４日 １０時３０分ごろ 

発生場所 広島県福山市横田港 

 カタビラゾワイ灯標から真方位１７８°１,５２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.５′ 東経１３３°１７.１′） 

事故の概要 引船ゆめふじは、台船Ｕ－７及び台船Ｕ－３を横抱きしてえい
．．

航

中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年９月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 ゆめふじ、１９トン  

２７３－１３０８０広島、内海船舶有限会社（Ａ社） 

１４.００ｍ（Lr）×５.４０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,２５０kＷ（合計）、平成１６年１２

月 

Ｂ 台船 Ｕ－７、総トン数なし 

なし、有限会社なみふじ 

３５.０ｍ×１５.０ｍ×２.５ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

Ｃ 台船 Ｕ－３、総トン数なし 

なし、メイクマリン有限会社 

３０.０ｍ×１２.０ｍ×２.３ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５８年４月２２日 

    免許証交付日 平成２６年７月２５日 

           （令和元年７月２４日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２０年２月５日 

    免許証交付日 平成３０年６月４日 
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           （令和５年６月３日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.６～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

福山市には、８月２４日０１時０９分に強風及び波浪注意報が発表

され、同日２１時０５分に解除された。 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、横田港に係船中のＢ船及

びＣ船を‘ふだん台船が横田港北方沖約２海里のカタビラゾワイ灯標

付近の錨泊台船に係留する海域’（以下「本件係留海域」という。）に

沖出しする目的で、平成３０年８月２４日０９時００分ごろ横田港に

向けて広島県尾道糸崎港第２区の係船場所を出港した。 

 Ａ船は、本件係留海域に到着し、すでに沖出しされている別の台船

の上で作業中の作業員２名（以下「作業員Ａ」及び「作業員Ｂ」とい

う。）が乗船したのち、横田港に向かった。 

 Ａ船は、横田港公共岸壁に係船索４本で着岸中のＢ船に横着けして

ロープ９本で係止しているＣ船に右舷着けし、‘えい
．．

索をＣ船の船首

部ボラードに１本及び船尾部ボラードに２本取り、Ｂ船及びＣ船を横

抱き状態’（以下「Ａ船引船列」という。）とした。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図１ 横田港での配置状況 

 

 Ａ船は、船長Ａが‘Ａ船引船列を本件係留海域に沖出しする作業’

（以下「本件沖出し作業」という。）を行うこととし、作業員Ａ及び

作業員Ｂに手で合図して離岸する指示をし、作業員Ａ及び作業員Ｂが

横田港公共岸壁に移動してＢ船の係船索４本を放してＢ船に乗り込ん

だのち、離岸した。 

横田港公共岸壁 
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 甲板員Ａ及び作業員Ａは、それぞれＣ船及びＢ船に移動し、ロープ

の固縛状況を見ていたところ、‘Ｂ船とＣ船の最も船尾端のボラード

に、それぞれアイをＢ船に取り、Ｃ船に８の字にして固縛していた１

本のロープ’（以下「本件固縛ロープ」という。）が弛
たる

んでおり、もう

１本のロープが切れていることに気付いた。 

甲板員Ａは、Ｂ船及びＣ船の船尾間の距離が約２～３ｍになり、作

業員Ａが危ない状況だと思い、作業員Ａから本件固縛ロープの弛みを

とるよう指示され、Ｃ船側の本件固縛ロープを手で外して固縛をほど

いたところ、Ａ船引船列がえい
．．

航を開始したことに気付いた。 

甲板員Ａは、本件固縛ロープを足下に束ねながら引いて弛みを取ろ

うとしたが、Ｂ船とＣ船が次第に離れ、約４～５ｍ離れたところで引

かれる力に耐えきれず、両手で掴んでいた本件固縛ロープを放した。

（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ａ船引船列のえい
．．

航状況 

 

甲板員Ａは、１０時３０分ごろ、Ａ船が横田港の防波堤西端付近で

右回頭を始め、他のＢ船とＣ船との中央部に係止していたロープも緩

みが生じ、さらにＢ船とＣ船との船尾間の距離が離れた際、右足が本

件固縛ロープに絡んだ状態で引かれ、Ｂ船とＣ船の間の海中に落水し

た。 

甲板員Ａは、Ｂ船の船底下方に沈み込んだのち、海面に浮上し、甲

板員Ａの落水に気付いた作業船（以下「Ｄ船」という。）によって救

助され、Ｄ船乗組員が要請した救急車で病院に搬送され、右脛
けい

腓
ひ

骨遠

位骨幹部骨折と診断され、約２か月の入院加療を要した。 

Ａ船は、船長Ａ及び作業員Ａが、Ｄ船によって救助された甲板員Ａ

の状況を認め、自船が救助に向かう必要がないと判断し、Ｂ船及びＣ

船をそのまま沖出ししたのち、直ちに横田港公共岸壁に戻った。 

Ａ船 

Ｃ船 

Ｂ船 

甲板員Ａ 
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約４～５ｍ 

防波堤 

作業員Ｂ 
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（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 作業員Ａは、本件固縛ロープのもう１本のロープが老朽化していた

ので、離岸したのちに切れて、本件固縛ロープがＣ船のボラードに緩

んだ状態で固縛されていたので、引っ張られた際にＢ船及びＣ船の船

尾間の距離が離れたと本事故後に思った。 

船長Ａは、Ｂ船とＣ船の固縛状況を確認していたが、本件固縛ロー

プのうちの１本が老朽化していることを承知していなかった。 

甲板員Ａは、トランシーバーを所持しており、本件固縛ロープが弛

んでいることを認めた際、船長Ａに報告していれば良かったと本事故

後に思った。 

本件固縛ロープは、材質がナイロン、長さが約１０ｍ、径が約４５

mm であった。 

甲板員Ａ及び作業員Ａは、長袖の作業服上下、ヘルメット、安全長

靴及び膨張式救命胴衣を着用していた。 

Ａ社では、本件沖出し作業についての作業手順等が定められておら

ず、Ａ社運航船の船長に委ねられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、Ｂ船及びＣ船をえい
．．

航中、船長Ａが、横田港におい

て着岸中に、本件固縛ロープが弛んでいる状態で離岸し、Ｂ船とＣ船

との船尾間の距離が離れたことから、甲板員Ａが、弛みを取っていた

本件固縛ロープを離した際、足下に束ねられた本件固縛ロープに右足

が絡み、右足を引かれて負傷したものと考えられる。 

 Ａ船引船列は、老朽化していた本件固縛ロープのもう１本のロープ

が離岸した際に切れたことから、Ｃ船のボラードに緩んだ状態で固縛

されていた本件固縛ロープが１本のみで引っ張られた状態となり、Ｂ

船及びＣ船の船尾間の距離が離れたものと考えられる。 

 Ａ船引船列は、Ａ船が横田港の防波堤西端付近で右回頭を始めたこ

とから、Ｃ船の船尾部が、Ａ船によって左方に引っ張られてＢ船から

離れ、他のＢ船とＣ船との中央部に係止していたロープも緩みが生

じ、さらにＢ船とＣ船との船尾間の距離が離れたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、Ｂ船及びＣ船をえい
．．

航中、船長Ａが、横

田港において着岸中に、本件固縛ロープが弛んでいる状態で離岸し、

Ｂ船とＣ船との船尾間の距離が離れたため、甲板員Ａが、弛みを取っ

ていた本件固縛ロープを離した際、足下に束ねられた本件固縛ロープ

に右足が絡み、右足を引かれたことにより発生したものと考えられ

る。 
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再発防止策 Ａ社は、本事故後、Ａ社運航船の乗組員及び作業員に対し、本件沖

出し作業を含め、運航中には、台船を固縛しているロープには近づか

ないことを注意喚起した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、台船の固縛状況に支障がないか確認の上、台船の固縛ロ

ープに弛み等がある場合は、えい
．．

航作業を行う前に弛みを取って

緩みなく固縛し、台船同士が離れないようにし、また、老朽して

いる固縛ロープは新替えすること。 

・船上作業を行う場合、常に危険が潜在していることから、作業現

場及び船橋間相互でトランシーバー等を活用して作業状況の共有

及び連絡を綿密に行うこと。 



 

付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

写真２ Ｂ船 

 


